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新しい憲法における新しい憲法における新しい憲法における新しい憲法における国軍の最高指揮権についての考察国軍の最高指揮権についての考察国軍の最高指揮権についての考察国軍の最高指揮権についての考察    

 

序序序序    言言言言    内閣総理大臣に就任したけれども、内閣総理大臣は自衛隊の最高指揮官であるということを知らなかったと発言した総理大臣がいた。 昭和 22年 5月 3日施行の日本国憲法には、第 9条【戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認】があるので、「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とする」自衛隊についての条項は存在しない。しかし、自衛隊は過去 60年以上にわたって、命の危険を顧みることなくその任務を遂行してきているのである。 自衛隊の指揮監督については、「自衛隊法」第 7条に「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」と規定されている。にもかかわらず、最高指揮官としての認識も覚悟も有していない内閣総理大臣が出現してしまうというようなことで、放置しておいてよいのであろうかとの疑問がある。 また、憲法には国家元首を定めた条項が存在しないという重大な欠陥もある。 

 この調査研究の目的は、新しい憲法において「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため」に存在する国軍の最高指揮権のあり方について考察することである。 この報告書は、大きく二つの部分に分けている。 第一は、最高指揮権についての経緯と現状である。先ず世界の主要な各国を君主制と共和制に分けてその最高指揮権の経緯と現状を調査し、次に大日本帝国憲法の下での統帥の状況を述べ、最後に日本国憲法の下での現在に至る最高指揮権の状況を記述した。 第二は、新しい日本国軍の最高指揮権のあり方である。先ず我が国の国体の歴史をひもとき、天皇が元首でなければならないことを明らかにした。そのうえで、元首である天皇が国軍を統帥することと、その下での実際の最高指揮権は内閣総理大臣が行使することを提言した。 

 本調査研究は、一般財団法人 ディフェンス リサーチ センターの次の研究委員によって実施された。 主査     井川 宏 研究調査員  阿部 博男        五味 睦佳 古澤 忠彦 
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１１１１    最高指揮権最高指揮権最高指揮権最高指揮権    国家において、その国の軍隊を指揮監督する最高の権限を一般に最高指揮権という。そして、この権限を有する地位にある者を最高指揮権者と称する。 大日本帝国憲法では、「第 11 条 天皇は陸海軍を統帥す」とされている。後にこの条項を盾にとって、統帥は天皇の大権であり侵してはならないという主張がなされ、ひいては軍令については陸軍参謀総長と海軍軍令部長とが帷幄上奏し、内閣総理大臣以下の国務大臣はかかわることができないという状況に至った。 だが憲法を虚心坦懐に読めば、統帥大権とか統帥権の独立などということはどこにも書かれていない。軍令事項に政府が関与できないということになってしまったことは憲法の問題ではなく、憲法の精神の通りに運用しなかったことによるものであるといえよう。 憲法の制定に先立つ明治 15年 1月 4日に天皇から陸海軍大臣に親授された軍人勅諭では、天皇と軍人の関係について「朕は汝等を股肱と頼み汝等は朕を頭首と仰きてその親は特に深かるへき」と述べている。万世一系の天皇が統治する国は世界のどこにも見られないものであるうえに、国民との関係は仁慈と尊崇で結ばれている。そしてその国民を守る軍人と天皇との関係は、まさに「その親は特に深かるべき」ものである。憲法においては、このような天皇の指揮統率を「統帥」とあらわしたと考えられる。 そこでこの調査研究においては、日本の天皇の軍に対する指揮統率を「統帥」とし、その他は「最高指揮権」とあらわすこととする。 

 （１）主要各国の最高指揮権者 主要各国を立憲君主制と共和制に分けて、その最高指揮権者を列記すると次の通りである。 

 ア 立憲君主制 （ア）イギリス イギリス軍の正式名称は Armed Forces of the Crownであるが、一般的には女王陛下の軍隊（Her Majesty's Armed Forces）と呼ばれている。 イギリス国王は最高指揮権を持っている。しかし、最高指揮権は慣習上首相の助言に従い行使されることになっているので、国王の最高指揮権は象徴的で名目上のものとなっている。従って、事実上の最高指揮権は首相にある。即ち、精神的最高指揮権は国王にあり、法的最高指揮権が首相によって行使されることを十分に承知の上で国王の意思（国王の権威）に従うことと、国民・兵士は理解している。 英国国王は「軍人国王」ではない。歴史上、軍隊の作戦指揮権を行使した軍人国王は多いが、現在は軍隊の象徴的最高指揮権者として君臨するのみであり、軍事作戦に直接関わることはない。従って、即位の式典や記念行事に階級章を付した軍服を着用
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するが、軍人として服務することはない。ただし、国王に即位する前の皇太子等の時期には軍人として軍務に服し、実戦の指揮を執ることはある。これは軍務が国家国民にとって最も崇高な位置づけであるというイギリスの伝統を継承するものである。 （イ）オーストラリア オーストラリア憲法第 68条には「連邦の陸、海軍の最高指揮権は女王の代表者である総督に属する」と定められている。また、憲法第 2条は「連邦総督は女王が任命し、連邦における女王陛下の代表者とする。連邦総督は女王陛下の与えたもう女王の権限を有するものとし、女王の意思に反しない限り、この憲法に従い連邦において其の権能を行使することができる」とし、連邦総督が女王の名代であることを明言している。 他方、国民の公選によって選ばれた下院の多数党または多数連合の党首が首相となって内閣を組織し、各大臣が連帯して議会に責任を負い、首相は内閣の助言のみに基づいて行動するという議院内閣制はウェストミンスター制度と呼ばれており、オーストラリアにおいても、この制度はいわゆる憲法慣行として連邦成立の当初から取り入れられてきた。憲法明文上はすべての執行権限が連邦総督に委ねられ、内閣や首相という文言が全く存在しないにもかかわらず、下院の総選挙で勝利した政党の党首が首相となって内閣を組織し、内閣の構成員(大臣)が憲法上の行政評議会の構成員となり、実質的に行政の全責任を負ってきた。したがって、女王及びその名代である連邦総督は通常は形式的な存在に過ぎず(rubber stamp)、オーストラリア軍の最高指揮権も内閣ひいては首相の手に委ねられている。 （ウ）カナダ カナダはイギリス連邦に属しており、総督はカナダにおけるエリザベス女王の名代を務めている。 カナダは議院内閣制をとる立憲君主国なので、総督の役割は極めて限定されたものであり、実際の政治においてはカナダの連邦議会が立法権を持っており、行政権は首相及び内閣が担当している。カナダ軍に対する最高指揮権の行使も首相に委ねられている。 （エ）デンマーク  デンマークでは、デンマーク王国憲法により国家元首である国王がデンマーク国防軍の最高指揮官であるが、国民議会の同意がなければいかなる軍事行動もとることができない。 （オ）スペイン   スペインでは、スペイン 1978 年憲法により国家元首である国王がスペイン軍の最高指揮官とされている。 （カ）タイ  タイ王国では、タイ王国憲法第 10 条に「国王が大元帥」と規定されており、タイ王国軍の最高指揮権を有する。 
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（キ）スウェーデン 

1974 年にスウェーデン憲法が改訂されてスウェーデン国王は法令上の最高指揮権を失った。現在の最高指揮官は軍人であるスウェーデン軍最高指揮官（通常は大将）であり、これは他国における参謀総長などと同格の地位と考えられる。スウェーデン政府には国防省が存在するが、スウェーデン憲政において発達してきた独特の習慣である大臣規則により、大臣個人が軍に干渉することはできない。 国王は軍の最高指揮官ではないものの、軍の儀式には国家元首として出席する。 

  イ 共和制 （ア）アメリカ合衆国 憲法は、国家元首である大統領を最高司令官に指定しているが、議会には「戦争を宣言し」、「兵を集め維持し、海軍を備え維持し、陸軍及び海軍を支配し規制するための規定を作成する」権限を付与している。 しかし、今日では、議会による宣戦布告を待っていては先制攻撃が不可能になってしまったり、敵対国から先制攻撃を受けてしまったりする可能性があるため、大統領は指揮権を根拠に宣戦布告なしで戦争を開始できることが慣例的に定着している。 これに対して議会は、ベトナム戦争におけるなし崩し的な拡大に対する反省から、戦争権限法を定めて大統領の指揮権に一定の制約を設けている。 （イ）イスラエル  イスラエルでは、憲法の一部であるイスラエル基本法第 2 条により、イスラエル国防軍は首相を長とする政府の権限下にあり、国防大臣が政府を代表して軍に責任を持つとされる。他方、国防軍の最高司令官は参謀総長と定められている。参謀総長は、国防大臣の推薦に基づいて政府が任命し、国防大臣に従属する。 （ウ）エジプト  エジプト・アラブ共和国では、1971 年憲法第 150 条において国家元首である共和国大統領が軍の最高司令官であり、宣戦布告については国会の承認を先に得ることが必要とされている。 しかし、2011 年革命に際し、エジプト軍最高評議会によって 1971 年憲法は停止されており、憲法改正が行われる予定である。 （エ）韓国  大韓民国では、大韓民国憲法第 74 条により、大統領に最高指揮権があると規定されている。 
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（オ）トルコ  トルコ共和国では、1982 年制定のトルコ共和国憲法第 104 条により、国家元首である大統領が最高指揮権を有するものとされ、軍の出動命令権や参謀総長の任命権を行使する。大統領は、最高司令部の代表者であり、トルコ大国民議会の精神に忠実であることが求められる（第 117 条）。 一方で、トルコは共和国参謀本部を置き、参謀総長がトルコ軍の司令官である。有事の際には、大統領に代わって軍の最高指揮官の任務を遂行する（第 117条）。参謀総長は、内閣の指名に基づき、大統領が任命する。参謀総長の権限は法律によって定めるものとされ、かつその任務・権限に関し、首相に対して責任を負う。 （カ）ロシア  ロシア連邦では、ロシア連邦憲法により、連邦大統領に最高指揮権が認められている。 

 以上の各国の状況を要約すると次の通りである。  ① 憲法改定により変更されたスウェーデンを除くすべての國の国軍の最高指揮権は、国家元首が保持している。 ② 立憲君主制の諸国では、最高指揮権の行使は首相に委ねられている。 ③ 共和制の国では、最高指揮権は元首が保持しているが、アメリカの議会のようにその行使に制限を加えているものがある。 

 （２）大日本帝国憲法の下での統帥 明治維新を経て西欧諸国に学びつつ国家としての軍隊の整備を進めた大日本帝国の統帥についての経緯は、以下のとおりである。 ア 明治維新と徴兵令 戦国時代の国内を平定して平和な世を迎えた江戸時代であったが、19 世紀頃になると西欧諸国の東洋への進出の情報がもたらされ、さらにそれらの諸国の船が日本に来て通商等を求めるようになってきた。それを国外からの脅威と受け止めた幕府及び諸藩は、軍事力の強化を進めた。そのようななかで王政復古を主張する倒幕軍と幕府軍の戊辰戦争となったが、徳川慶喜の大政奉還によって新政府が成立した。慶応 3 年 12月 9 日に、新政府は王政復古の大号令を発して、幕府を廃して天皇の御親政のことを天下に号令した。 しかし国内には徳川幕府を慕い新政府に反抗しようとする藩が随所に存在したため戊辰戦争は継続し、明治 2年 5月 18日の函館戦争における官軍の勝利で終結した。 官軍は征夷大将軍嘉彰親王が総指揮官であったが、その指揮下の軍隊は各藩主に率いられた武士で編成されていた。新政府になっても軍事に携わるのは各藩の武士とい
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うことは変わらなかった。しかし、明治 4 年 7 月の廃藩置県の発令によって各藩の武士はなくなり、国家としての軍隊が必要になった。 徴兵制は大村益次郎によって発案されたものである。彼は、文久 3 年に長州藩が米仏蘭 3 国の軍艦と戦って敗れたときの経験から、大きな戦争を戦うためには武士だけでは数が全く足りないことと、大砲や銃と戦うには刀や槍は役に立たないので、大砲や銃を備え新式の訓練をしなければならないが、戦は刀や槍で戦うものとの考えを捨てきれない武士よりも農工商の庶民階級の方が訓練の容易なことを感じたうえ、士農工商の有為な青年で編成した奇兵隊が非常に成果を上げたことから、徴兵制を採用しなければならないと決意した。 しかし彼は、徴兵制の制定に手を付けないうちに死去してしまったので、山県有朋が後を継いで徴兵制の制定に力を尽くした。山県は明治 2 年から 3 年にかけてヨーロッパ諸国を巡遊したが、その直後に始まった普仏戦争でドイツが勝利した重要な要因としては、ドイツの徴兵制があると感じ、日本の兵制も徴兵制度を採り入れなければならないと強く感じていた。そこで士農工商の四民が等しく兵役に服して国家を防衛しなければならないとの考えに基づく全国徴兵の詔勅が明治5年11月28日に下され、徴兵令が、明治 6年 1月 10日に発布された。 徴兵制に対しては反対するものも多かった。陸軍少将桐野利秋は「兵隊は士族に限る。山県らは土百姓等を集めて人形を作る。はたして何の益があるのか」と反対を唱え、これに賛同する高級武官は多かった。また、士族の中には、廃藩置県によって武士はなくなったが、やがてできる鎮台の兵隊には自分たちだけがなるものと思っていたのに、一段低く見ていた百姓町人どもが自分たちと同じ兵隊になるということに反発した。そして農工商の庶民階級はそれまで軍事に携わったことがないので、兵隊になることをなんとなく恐れた。 このような反対派はあったが、明治 6 年 4 月には第 1 回の徴兵が開始され、東京鎮台に入営した。しかし戦争経験のない農工商の子弟が戦場で何ができるかという見方は依然として存在した。 明治 10年 2月 10日に西南戦争が勃発した。西郷隆盛の下に決起した 1万 5千の薩摩隼人は破竹の勢いで北上して熊本城を取り囲んだ。官軍の鎮台兵の多くは徴兵であったが、糧食が途絶え、弾薬が尽き、死傷者多数の激戦であったが、ついに熊本城を守り通して官軍勝利の端緒となった。これによって徴兵の制度は確立したのである。 徴兵制、即ち国民皆兵の制度は、士族が占有する軍隊から国民全体の軍隊という意識の醸成につながり、職業選択の一つとしての軍隊から国民誰もが関わる「俺が軍人さん」としての位置付けを明確にしたと言える。このことは国民と軍隊と天皇を一体化し運命共同体とする強力な絆を造った。 

 イ 軍の組織の整備 
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明治元年(慶応 4 年)1 月 17 日に太政官の中に 7課が設けられ、その一つとして海陸軍務課があった。これが後の陸海軍省の起源である。18 日後の 2 月 3 日には、7課が廃されて 8事務局となり、海陸軍務課は軍防事務局となった。4月 24日には軍防事務局は軍務官に変わり、明治 2年 7月 8日には軍務官は兵部省となり、明治 5年 2月 28日には兵部省が陸軍省及び海軍省の 2省となった。 ここまでの陸軍省及び海軍省までは、軍政機関であると同時に軍令機関でもあったが、西南戦争やその他の事変の体験から軍令機関の独立が必要と考えられた。陸軍は明治 11 年 12 月 5 日に参謀本部条例を制定し、軍令に関する事項は天皇に直属する参謀本部が管轄することとされた。この時は陸軍のみの軍令機関であったが、明治 19年
3 月 19日の改正で陸海軍の軍令機関とされた。参謀本部長は皇族、参謀本部次長は二人で、陸軍と海軍の将官が任ぜられることにされた。その後、明治 26 年 5 月 19 日には海軍軍令部が分離独立した。 

 ウ 軍人勅諭 西南戦争で徴兵の強さを発揮した政府軍は、勝利におごってかその後さまざまなレベルで軍紀の乱れがあらわれてきた。軍人の犯罪は徴兵が増えるにつれて増加していたが、西南戦争後は特に目に余るようになった。そのような中で、明治 11年 8月に竹橋騒動が起こった。西南戦争で活躍した竹橋の近衛砲兵大隊は、その武功の行賞が遅れたうえに、財政緊迫のあおりを受けて給与が減額された。これに反発して、200名あまりの兵が暴動を起こし、週番士官や大隊長を殺してしまった。 陸軍卿山県有朋は、かねて軍紀の乱れを憂いていたが、竹橋騒動を機に「軍人訓戒」を作り、明治 11年 10月 12日に各中隊に配布した。この訓戒は、軍人精神の基本として、それまでの軍人規則類で説かれていた忠実と服従に加えて、勇敢、特に忠勇を強調し、これを武士の徳であるとし伝統的精神として受け継ぐべきであると説いた。 ところが、明治 12年 10月 10日に陸軍職制が制定され、その第 1条には「帝国日本の陸軍は一に天皇陛下に直隷す」と定められた。そうなると、武家政治を否定し封建的忠誠を否定した天皇を大元帥と仰ぐ軍人に武士的忠勇を学べと説く訓戒には疑義があることになった。そこで山県は、「軍人訓戒」に変えて「軍人勅諭」の御下賜を思い立ち、明治 13年に西周に原案を作らせた。その後識者の意見を聞くなどして改訂を重ねて明治 14年 12月に「陸海軍軍人に賜りたる勅諭」の決定稿ができ、明治 15年 1月
4日に陸海軍卿に親授された。 軍人勅諭は、初めに「わが国の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある」として天皇が軍隊を統率する由来を述べ、「兵馬の大権は朕か統ふる所なれは其司々をこそ臣下には任すなれ其大綱は朕親之を攬り肯て臣下に委ぬへきものにあらす」として天皇親政を明示している。続いて、「朕は汝等軍人の大元帥なるそされは朕は汝等を股肱と頼み汝等は朕を頭首と仰きて其親は特に深かるへき」として天皇と軍人の関係について
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述べている。 そして、軍人に諭すべき特質として、忠節、禮儀、武勇、信義、質素の 5 か条の徳を挙げ、それを行うためには誠心が大切であると結んでいる。 この「軍人勅諭」が、普通の詔勅のように太政大臣の奉勅という手続きを経ないで、天皇が自ら署名し、陸海軍卿を宮中に召して直接陸軍卿大山巌に賜るという異例の形がとられたことは、陸海軍は、天皇が親卒する天皇の軍隊であるということを印象付けたといえよう。 

 エ 大日本帝国憲法 慶応 3年 10月 14日に第 15代将軍徳川慶喜が大政奉還して、江戸幕府は廃止され新政府が設立された。新政府は西欧諸国に学んで近代国家の建設に邁進した。 明治 9 年 9 月 6 日、明治天皇は「元老院議長有栖川宮熾仁親王へ國憲起草を命ずるの勅語」を発した。明治 13年に元老院は「日本国国憲按」を提出し、また大蔵卿大隈重信も「憲法意見」を提出した。これらはヨーロッパの憲法の影響を強く受けていたので、岩倉具視や伊藤博文の反対にあい採択されなかった。 参議伊藤博文らは、政府の命を受けて明治 15年 3月にドイツ系立憲主義の理論と実際の調査のためにヨーロッパに渡った。調査の結果伊藤はプロイセン憲法が日本に適していると信ずるに至った。明治 16年に伊藤らは帰国し、井上毅に憲法草案の起草を命じた。井上は明治 20年 5月に憲法草案を書き上げた。以後、伊藤博文、井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎らが検討をし、明治 21年 4月に成案をまとめた。その後枢密院の審議を経て、明治 22 年 2 月 11 日に「大日本帝国憲法」が発布され国民に公表された。そして第 1回帝国議会の決議を得て、明治 23年 11月 29日に施行された。 

 「大日本帝国憲法」の統帥にかかわる条項は次の通りである。 第 1条 大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す 第 4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬しこの憲法の条規に依り之を行う 第 10条 天皇は行政各部の官制及文武官の俸給を定め及文武官を任免す 後略 第 11条 天皇は陸海軍を統帥す 第 12条 天皇は陸海軍の編成及常備兵額を定む 第 13条 天皇は戦を宣し和を議し及諸般の条約を締結す 第 14条 天皇は戒厳を宣告す 後略 第 31条 本章に掲けたる条規は戦時又は国家事変の場合に於いて天皇大権の施行を妨くることなし 第 55条 ①国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す ②凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副署を要す 
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軍人勅諭では天皇親政を明示しているが、伊藤博文は、天皇自身が権力に手を出すことは、権力闘争に巻き込まれる恐れがあり国を乱すもとになるとして、第 55条によって天皇が直接行政権を行使することから切り離した。 軍事についてのシビリアンコントロールが普通に思われている現在の立場で「大日本帝国憲法」を見ると、天皇が陸海軍を統帥することは第 11条に示されているが、軍令機関の長が天皇を輔弼するとは書かれておらず、第 55条の国務大臣の輔弼のみである。軍令は国家としての重要な政治活動であるので政治のコントロール下になければならないというシビリアンコントロールの考えが、この第 55条には表れていると受け止めることができる。 

 オ 統帥権の独立 憲法第 11条には 天皇は陸海軍を統帥す とされているが、統帥権は独立した天皇の大権であり侵してはならないとは書かれていない。憲法に従うならば、統帥も第 55条によって内閣総理大臣をはじめとする各国務大臣の所掌事項でなければならない。 統帥権独立の考えは憲法制定よりも前の明治 11年に制定された参謀本部条例に始まるといえよう。この条例によって軍令に関わる事項は陸海軍大臣の所掌である軍政から分けられたのである。その結果として、軍令事項については内閣総理大臣以下の国務大臣ではなく陸軍参謀総長及び海軍軍令部長が天皇に対する帷幄上奏をすることになった。 統帥権の独立が陸海軍のみによる戦争指導をもたらしたものであり、憲法に問題があるということが戦後しばしば言われたが、憲法が制定されたにも関わらず、それ以前の慣行を継承したことこそが、その後の問題の原因であると見るべきであろう。 伊藤博文は日露戦争に勝った時点の明治 40年 2月 1日にすべての法令は御名で出し国務大臣の副署を必要とするとの文書様式を定めた「公式令」を定め、統帥権の独立に制限を加え、国務大臣の統制下に置くことを明記しようとした。ところが山形有朋は同じ年の明治 40年９月１日に「軍令に関する件」により、統帥事項に関しては陸海軍大臣の帷幄上奏により総理大臣やほかの国務大臣を通さずに処理できるようにした。 
 （３）日本国憲法の下での最高指揮権者 昭和 20年 8月に、日本政府はポツダム宣言を受諾して終戦を迎えた。占領軍である連合軍最高司令官は、大日本帝国憲法の改正を求めた。「憲法改正草案」は枢密院で可決され、天皇の裁可を経て、昭和 21 年 11 月 3 日に「日本国憲法」として公布され、昭和 22年 5月 3日に施行された。 この日本国憲法には、第 9 条【戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認】が規定されているので、自衛隊についての条文は存在せず、その指揮権についても記述はない。自衛隊の指揮権については「自衛隊法」第 7 条に「内閣総理大臣は、内閣を代表して自
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衛隊の最高の指揮監督権を有する。」と規定されているだけである。 

 前述のとおり世界の主要国では国家元首が国軍の最高指揮官とされているのであり、大日本帝国憲法においても「第 4 条 天皇は国の元首にして統治権を総攬しこの憲法の条規に依り之を行う」としたうえで、「第 11 条 天皇は陸海軍を統帥す」として、国家元首である天皇が国軍を統帥することを明記している。 ところが、日本国憲法は国家元首について明確な規定をしていない。日本政府の公式見解としては、昭和 63 年(1948 年)10 月 11 日、参議院内閣委員会における大出俊郎内閣法制局第一部長の答弁がある。 「今日では、実質的な国家統治の大権を持たれなくても国家におけるいわゆるヘッドの地位にある者を元首と見るなどのそういう見解もあるわけでありまして、このような定義によりますならば、天皇は国の象徴であり、さらにごく一部ではございますが外交関係において国を代表する面をもっておいでになりますから、現行憲法のもとにおきましてもそういうような考え方をもとにして元首であるというふうに言っても差支えないというふうに考えておるわけであります。」 しかし、国家元首という大事な問題をこのようなあいまいなことで放置しておくことはできないのであり、新しい憲法においては明確にしなければならない。 
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２２２２    新しい日本国軍の最高指揮権新しい日本国軍の最高指揮権新しい日本国軍の最高指揮権新しい日本国軍の最高指揮権のあり方のあり方のあり方のあり方    （１）日本の国体と元首 前述のとおり世界の主要国の国軍の最高指揮権は国家元首に委ねられているが、日本国憲法では最高指揮権者たるべき国家元首が明確に定められていない。そこで、先ず日本の国体について、その依って来る歴史をひもとき天皇が元首であるという所以を明らかにする。 

 「国体」は正字体では「國體」と書く。漢籍によると、『管子』君子篇では「国を組織する骨子」とされ、『春秋穀梁伝』では「国を支える器」とされている。古代日本では『出雲国造神賀詞』にあり「国の様子」を意味し「クニカタ」と読む。 日本の国体は、古くから万世一系の天皇が統治するという皇位の血統性と日本は神々の国であるという神国思想であると考えられてきた。 ア 古代 日本最古の歴史書である「古事記」は、その序文に和銅 5年(712年)に編纂されたと記されている。上中下の 3 巻で構成されており、上巻は天地開闢の天地の創世に始まる神話である。戦後の日本の歴史教育においては、神話は歴史ではないとして日本の歴史を邪馬台国あたりから始める傾向にあるが、神話は、キリスト教旧約聖書の「創世記」もそうであるように、その国あるいは教団の精神文化の根幹となっている。 「古事記」によると、天照大神が皇孫瓊瓊杵ノ尊を降し給ふ際に授け給うた神勅には、「豊葦原の千五百秋（ちいほあき）の瑞穂（みづほ）の国は、是れ吾（あ）が子孫（うみのこ）の王（きみ）たるべき地（くに）なり。宜しく爾皇孫（いましすめみま）就（ゆ）きて治（しら）せ。行矣（さきくませ）宝祚（あまつひつぎ）の隆えまさむこと、当に天壌（あめつち）と窮りなかるべし。」と仰せられたとある。 これは、それまでに人々の間に伝承として知られていた我が国体を明記したものといえよう。 第 25代 武烈天皇の崩御に伴って、大和の有力豪族たちは皇族を遠く北陸からむかえ皇位に推戴した。これが第 26代 継体天皇である。こうした有力豪族たちの行動は、皇位には何よりも血統性が重要であるということが信じられていたことを示している。皇統はその後もと切れることなく、第 125代 今上天皇まで続いている。 イ 中世 中世の体制は、皇室・摂関家・大寺社・将軍家などの権門勢家が縦割りで支配するものであったが、元寇のように日本の国防上の危機に際しては神国思想が強調された。 朱子学が正治元年(1199 年)に入宋した真言宗の僧俊芿によってもたらされると、その正統主義、尊王斥覇の思想が日本の国体観に加わった。 鎌倉幕府を倒して天皇親政を敷こうとした後醍醐天皇の南北朝時代を物語る「太平
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記」は、後の歴史観に大きな影響を与えた。南朝方の公家北畠親房は南朝の正統性を主張する歴史書「神皇正統記」を著し、皇国史観の元祖となった。 戦国時代末期には、豊臣秀吉が外国宛書簡で神国思想を表明した。これは、徳川幕府を樹立した徳川家康にも継承された。 ウ 近世 江戸時代には、山崎闇斎をはじめとする儒学者による神儒一致（神道と儒教との一体化）の垂加神道が喧伝され、水戸藩作成の史書「大日本史」は、朱子学の正統主義の立場から、南朝正統論を強調した。また頼山陽「日本外史」は尊王思想を強調した。国学者本居宣長は、ほとんど読めなくなっていた「古事記」の解読にほぼ成功し、神国思想を強調した。これらの国体についての様々な研究が、明治維新への思潮を育むことになったと言えよう。 エ 近代 明治 9 年(1876 年)元老院に、憲法起草を命じる勅語「我カ建国ノ體ニ基キ広ク海外各国ノ成法ヲ斟酌シテ以テ国憲ヲ定メントス」が下された。これを受けて元老院が作成した憲法案は、伊藤博文に「各国の憲法を取り集めて焼き直ししただけであり、我が国体人情等に少しも注意したものとは察せられない」と反対され、廃案になった。 明治 14年(1881年)10月 12日に、次の国会開設の勅諭が下された。 「朕、祖宗二千五百有余年の鴻緒を嗣ぎ、中古紐を解くの乾綱を振張し、大政の統一を総攬し、又、つとに立憲の政体を建て、後世子孫継ぐべきの業をなさんことを期す。さきに明治八年に元老院を設け、十一年に府県会を開かしむ。これ皆、漸次、基を創め、序に循て歩を進むるの道によるにあらざるはなし。なんじ有衆また朕が心を諒とせん。顧みるに、立国の体、国おのおの宜しきを異にす。非常の事業、実に軽挙に便ならず。わが祖わが宗、照臨して上に在り。遺烈を揚げ、洪模を弘め、古今を変通して、断じてこれを行う責め、朕が躬に在り。まさに明治二十三年を期し、議員を召し、国会を開き、もって朕が初志を成さんとす。今、在廷臣僚に命じ、仮すに時日をもってし、経画の責に当らしむ。その組織権限に至っては、朕、親ら衷を裁し、時に及んで公布する所あらんとす。朕おもうに、人心進むに偏して、時会速なるを競う。浮言相動かし、ついに大計を遺る。これ宜しく今に及んで謨訓を明徴し、もって朝野臣民に公示すべし。もしなお故さらに躁急を争い、事変を煽し、国安を害する者あらば、処するに国典をもってすべし。特にここに言明し、なんじ有集に諭す」 奉勅 三條直美 

 この勅諭においては「立国の体」即ち国体のそれぞれの国における固有性と、当時の国家一大事業として「立憲の政体を建てる」事の弁別が既に明確となっている。憲法起草を命じられた伊藤博文は欧州で憲法調査を終えて帰国した後、明治 17年（1884年）、閣議の席上で「憲法政治を施行すれば、おのずから国体が変換する」と演説し
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た。伊藤の部下であった金子堅太郎は伊藤を批判して「上に万世一系の天子が君臨するというこの国体にはなんらの変換もありませぬ。閣下は国体と政体との意味を取り違えておられる」と主張。伊藤は「国会を開いて政体を変えればこれも国体変換ではないか」と反駁したものの、これ以降国体変換を口にすることはなくなった。大日本帝国憲法制定後、伊藤の私著の形で刊行された半公式注釈書「憲法義解」では「我が固有の国体は憲法によってますます鞏固なること」を謳った。 

 明治 23年 11月 29日施行の大日本帝国憲法の国体にかかわりのある条項は次の通りである。 第 1条 大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す 第 2条 皇位は皇室典範の定る所に依り皇男子孫之を継承す 第 3条 天皇は神聖にして侵すへからす 第 4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬しこの憲法の条規に依り之を行ふ オ 現代 昭和 20年(1945年)8月 14日に「大東亜戦争終戦の詔書」が下された。 「朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク挙国一家子孫相伝ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ国體ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ」 国体の護持を条件としてポツダム宣言を受け入れた日本は、米軍を主力とする連合国軍により占領され、その占領下で日本国憲法の改正が審議された。その審議における政府答弁は、次の通りである。 「御誓文の精神、それが日本の国体であります。」「日本国は民主主義であり、デモクラシーそのものであり、あえて君権政治とか、あるいは圧制政治の国体でなかったことは明瞭であります。」「日本においては他国におけるがごとき暴虐なる政治とか、あるいは民意を無視した政治の行われたことはないのであります。民の心を心とせられることが日本の国体であります。故に民主政治は新憲法によって初めて創立せられたのではなくして、従来国そのものにあつた事柄を単に再び違った文字で表したに過ぎないものであります。」（以上吉田茂）「日本の国体というものは先にも申しましたように、いわば憧れの中心として、天皇を基本としつつ国民が統合をしておるという所に根底があると考えます。その点におきまして毫末も国体は変らないのであります。」「稍々近き過去の日本の学術界の議論等におきましては、その時その時の情勢において現われておる或る原理を、直ちに国体の根本原理として論議しておった嫌いがあるのであります。私はその所に重きを置かないのであります。いわばそうい
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うものは政体的な原理であると考えて居ります。根本におきまして我々の持っておる国体は毫も変らないのであって、例えば水は流れても川は流れないのである。」（以上金森徳次郎国務大臣）昭和 21年(1946年)6月 25日衆議院本会議答弁 昭和 21 年(1946 年)11 月 6 日に公布された日本国憲法の天皇にかかわる条項は、次の通りである。 第１条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 第 2 条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第 3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。 第 4 条 ① 天皇は、この憲法の定める告示に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。    ② 略 第 6条 ① 天皇は、内閣の指名に基づいて、内閣の大臣を任命する。    ② 天皇は、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 第 7 条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 

1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 

2 国会を召集すること。 

3 衆議院を解散すること。 

4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 

5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 

6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 

7 栄典を授与すること。 

8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 

9 外国の大使及び公使を接受すること。 

10 儀式を行ふこと。 

 このような経緯を見ると、日本国憲法のもとにおいても万世一系の天皇をいただく我が国の国体は何ら変更されていないということは明らかである。 また、近年の初もうでをはじめとする神社への関心が高まっていることなどは、八百万神々とともにあるという我が国の今一つの国体が国民の間に定着していることを示しているといえるであろう。 それらを踏まえて、憲法改訂の際には、「天皇は日本国の元首である」とい
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う条項を明示しなければならない。 そして国家元首である天皇が国軍を統帥することを明示しなければならない。 
 （２）最高指揮権行使のあり方 大日本帝国憲法の下に在った昭和 20年の終戦までの状況を見ると、戦争に関することが全てに優先し、陸軍参謀総長と海軍軍令部総長の帷幄上奏によって軍事作戦が遂行され、内閣総理大臣以下の政府は関与できないようなことになった。その原因は統帥権独立の考えによるものであるが、これは憲法に先立って明治 11年に制定された参謀本部条例に始まるものである。 しかし、憲法にはそのようなことは記載されていないのである。 「第 11条 天皇は陸海軍を統帥す」とあるが、これは侵してはならない独立した統帥大権であるとは書かれていない。そして天皇の国政へのかかわりとしては、第 55条に「①国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す ②凡て法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副署を要す」とあるのみである。戦争に関する事項のほかの国務はすべてこれに従って行われた。戦争は政治の延長であるととらえるならば、戦争こそは重要な国務であるから、この 55条に従わなければならないというのが現在から見たシビリアンコントロールの考えであろう。 前述のように、伊藤博文は日露戦争に勝った時点の明治 40年 2月 1日にすべての法令は御名で出し国務大臣の副署を必要とするとの文書様式を定めた「公式令」を定め、統帥権の独立に制限を加え、国務大臣の統制下に置くことを明記しようとした。しかし山形有朋は同じ年の明治 40年９月１日に「軍令に関する件」により、統帥事項に関しては陸海軍大臣の帷幄上奏により総理大臣やほかの国務大臣を通さずに処理できるようにした。これによって軍令は政治の外にあることになったのである。 また、大日本帝国憲法の下では天皇は大元帥として帝国陸海軍の最高指揮官であったが、第 55条の趣旨からすれば、直接指揮を執るかのような立場にあるべきではなかったといえよう。 このように見てくるならば、西欧諸国の憲法を研究し尽くして、それに日本の歴史と伝統を踏まえて作成された大日本帝国憲法は現代にも通じるものであり、新しい憲法においても範とするべきことは多い。 なかでも、大日本帝国憲法 第 55条 第 1項「国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す」の考えは、国軍の統帥を含む全ての国務を対象として新しい憲法にも取り入れられなければならない。そして、内閣総理大臣は、天皇が統帥する国軍の最高指揮官として指揮権を行使しなければならない。 

 以上を勘案すると、統帥に関連して新しい憲法に記載しなければならない事項は次
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の通りである。 ①天皇は国家元首である。 ②我が国の平和と独立を守るために国軍を保有する。 ③天皇は国軍を統帥する。 ④内閣総理大臣は、内閣を代表して天皇の統帥の下にある国軍の最高指揮権を行使 する。 
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結結結結    言言言言    

 「我が国は歴史的に天皇を戴く国柄だった。貴族や武士による統治など政治形態はさまざまに変わったが、天皇が権威として君臨することだけは、変わらなかった。欧州の王室や中国の皇室とは決定的に異なる点がある。それは天皇が有史以来、民とともにあって、我が国と民の安寧や繁栄を脈々と祈り続ける、世界に類のない「御存在」で敬慕の対象でもあったことだ。時は流れ、人が変わり、政治情勢が変わっても日本が日本である限り、こうした国柄はいつまでも変わってはならないと信じる。私たちの責任は、先人から受け継いだ歴史ある国柄を未来に引き継いでいくことである」 これは産経新聞の憲法改正案に盛り込まれた新しい憲法の国柄についての考えである。我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つための新しい国軍の将兵は、このような天皇の前に、命の危険を顧みず任務の遂行に当たることを誓うのでなければならない。 

 なお、立憲君主国としての歴史の長いイギリスの最高指揮権についての経緯を参考として最後に付した。 
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付紙 立憲君主国イギリスの最高指揮権 

 立憲君主国としての示唆に富むイギリスの最高指揮権の経緯について記述する。 １ 英国王権の歴史 イギリスの王権は、もともと神から絶対的な権力者としての王に与えられたものであり、民衆、即ち議会がその王権を如何に制限するかをめぐり、王と民衆が戦ってきた。一例として、クロムウェルで有名な内戦の原因は、チャールス一世が軍費調達のため議会を招集したが、議会が王の議会招集権を手放すことを条件としたため、チャールス一世が議会を解散したことに起因している。当時、既に、王による税金の徴収は議会の賛成を必要としていた。議会の要求したのは、王が自分の必要なときのみ、また期間のみ議会を招集する権限をはく奪し、民衆のためになる政策を王に実行させることを目的にしていたものと思われる。  ２ 現代の王権の行使 ｏ イギリス軍は、正式名称は Armed Forces of the Crownであるが、一般的には女王陛下の英軍（Her Majesty's Armed Forces）と呼ばれている。 現在、エリザベス 2 世は、イギリス女王として、最高指揮権を持っているとされている。しかし、最高指揮権は、慣習上、首相の助言に従い行使されることになっているので、象徴的で名目上のものとなっている。従って、事実上の最高指揮権は首相にある。即ち、精神的最高指揮権は国王にあり、法的最高指揮権が首相によって行使されることを十分に承知の上で国王の意思（国王の権威）に従うことと国民・兵士は理解している。 先のシリアへの米英武力介入をめぐり、議会で政府提案の介入決議案は与党も造反し否決された。その議会において、野党は首相に対し、王権を行使しないとの答弁を引き出している。これは、首相が議会の否決にもかかわらず、もし、首相が介入を決意すれば国王の権威を背景にして介入できることを阻止するためであった。 ｏ 行政権の行使に関しては、法律や慣習法によって、行政機関に委任されている。 例えば、首相の任命権は一応女王にある。従って、行政権は、女王に委任された女王陛下の政府により行使されている。「女王陛下 007」のボンド映画が示すように、イギリス秘密情報局も女王陛下の情報部である。国家公務員も、例えば、外交官も軍人と同様、女王陛下の外交官であり、名目上は国家公務員の指揮権を持っているものと考えられている。 
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ｏ 内閣は、名目上は枢密院の内部機構である。大権は首相や枢密院を通して行使されるが、事実上、大権は首相の助言により行使されるので、事実上大権を行使するのは首相である。 ｏ 成文憲法がなく、不文法、慣習法であるイギリスの憲法では、立憲君主（国王陛下 H.M.）が象徴国家元首である。「女王陛下万歳」（あるいは「国王陛下万歳」）がイギリスの国歌であり、君主の肖像が切手や硬貨、紙幣に表現される。 「マグナカルタ大憲章」は、歴史的なものとして、日本人はとらえているが、英国では現代の法体系の中で脈々と生きている。国王もコモン・ローの下にあり、古来からの慣習を尊重する義務があり、権限を制限されることが文書で確認された。国王の実体的権力を民衆との契約、法で縛り、権力の行使には適正な手続を要するといった点は現代に続く「法の支配」、保守主義、自由主義の原型となったものである。従って、現在の女王は「マグナカルタ」や種々の歴史的に制限、あるいは権限を放棄したことになり、国王の権威を乱用することを防止し、名目上の権限を行使する場合には首相の助言が必要とされている。 ｏ 英国国王は「軍人国王」ではない。歴史上、軍隊の作戦指揮権を行使した軍人国王は多いが、現在は軍隊の象徴的統帥権者として君臨するのみであり、軍事作戦に直接関わることはない。従って、即位の式典や記念行事に階級章を付して軍服を着用するが、軍人として服務することはない。ただし、国王に即位する前の皇太子等の時期には軍人として軍務に服し、実戦の指揮を執ることはある。これは軍務が国家国民にとって最も崇高な位置づけであるという英国の伝統を継承するものである。 
 ３ 国王大権 政府の行政権のいくつかは理論上では名目的に国王に帰属し、国王大権と呼ばれている。国王は慣習と先例に従ってふるまい、大権を行使するのは議会に責任を持つ大臣の助言による場合だけである。大権はしばしば首相や枢密院を通して行使される。実際のところ、大権は首相の助言によってのみ行使される。大権を掌握しているのは首相であり、国王ではない。首相は国王と謁見する際国王は自分の意見を述べてもよいが、立憲君主として、究極的には（下院の支持を受けている）首相と内閣の決定に従わざるをえない。「立憲君主制のもとで国王が手にしている 3つの権利は、相談を受ける権利、何かを奨励する権利、警告する権利である」 国王大権は手続き上議会の同意を必要とせずに行使されるが、制限はされている。使用を停止されていたり、永久に議会へ委譲されていたりする国王大権はたくさんある。例えば、国王は新しい税を課し、徴収することはできない。「国王は新しい大権を創設することができず」、議会は法律によっていかなる大権も覆すことができる。 大臣の助言の下で行使される国王大権には、大臣の任命・罷免、官吏の指揮監督、旅
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券の発行、宣戦布告と講和、軍の作戦指揮、条約・同盟・国際協定の締結と批准などの権利が含まれる。国王は軍の最高指揮官であり、イギリスの高等弁務官と使節を派遣し、国外からの外交官を受け入れる。 議会を召集、閉会、解散するのは国王大権である。各会期は国王の召集によって始まる。新しい議会では開会式が催され、国王は上院の議場において国王演説を読み上げる。国王演説は政府の施政方針を概説するものである。理論上、国王は法案を承認して法とすることもできるし、法案を拒否することもできる。しかし 1707年以来裁可は承認されてきた。 国王は「正義の源泉」とされている。国王が自ら裁判に関わることは無いが、裁判は国王の名において行われる。たとえば、訴追は国王の代理として実行され、法廷の権威は国王に求められる。コモン・ローでは「国王は過たない」とされており、国王は刑事訴追されることはない。 国王は「名誉の源泉」、イギリスのあらゆる栄典と位階の源とされている。国王はあらゆる貴族の身分を創設し、騎士団のメンバーを叙任し、ナイトの称号やその他の賞を授ける。貴族の身分とその他の栄典は首相の助言によって授与されるが、助言なしに国王から個人的に贈られる栄典もある。ガーター勲章、シッスル勲章、ロイヤル・ヴィクトリアン勲章、及びメリット勲章は国王個人の判断で授けられる。  ４ 英国の国家緊急権 ｏ 国家緊急権の意義 国家緊急権（略して「緊急権」ともいう）とは、一般に、「戦争・内乱・恐慌ないし大規模な自然災害など、平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において、国家権力が、国家の存立を維持するために、立憲的な憲法秩序（人の保障と権力分立）を一時停止して、非常措置をとる権限のこと」をいう。国家緊急権は、平時とは異なる権力の集中・拡大及び人権の制限を国家に可能とすることを特徴とする。 国家が緊急事態に対処する方法には大きく二つあり、これに応じて、国家緊急権は、二つの類型に分けることができる。 第一の類型は、憲法又は法律の明示的な授権規定がない場合に、政府が、超法規的な緊急措置をとり、場合によっては、事後的に議会から免責を受ける方法である（超実定法的な国家緊急権）。 第二の類型は、緊急事態に備えて予め作っておいた憲法又は法律の諸規定によって、政府が特別の全権を行使する方法である（法制度化された国家緊急権）。 もとよりある国において、法制度化された国家緊急権制度が整備されていても、想定された緊急事態を超える事態が生じた場合には、より強力で超実定法的な権力が行使される可能性がある。このため、国家緊急権には、実定法を超えるという問
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題が常に付きまとう。 ｏ 英国の国家緊急権制度 英国では、憲法上、国家緊急権に関する制度はない（元々成文憲法典がない）。しかし、この国では、古くからコモン・ロー として、マーシャル・ロー（martial law）の法理が認められてきた。これによれば、政府は、非常事態が発生した場合、平常時においては違法として許されないような非常手段（違法の権力行使）をもって対処することが許容され、その違法措置は、事後に、議会の免責法により合法化されうる。 即ち、国家主権が人権に優先する非常時対処の権限を英国国家が堅持するという意思を明確にするためには、行政の長の首相の権限に国王の（絶対的）権威を被せる必要がある。 

1914年の国土防衛法（Defence of the Realm Act）は、戦争の継続する間、公共の安全と秩序の維持及び国土防衛のため、政府に必要な命令を発する権限を与えた。
1920年の国家緊急権法（Emergency Powers Act）は、一定の非常事態が存在すると政府が認定すれば、非常事態宣言がなされ、生活必需品の確保や交通手段の維持等のため、政府に強力な命令制定権を与えるものであった。1920年法は、1964年緊急権法によって改正され、現在も効力を有している。 ｏ 憲法上の位置付け 英国における国家緊急権は、憲法上「議会主権」により根拠づけられ、「法の支配」により制約される。 「議会主権」とは、議会が無制限・最高の立法権を有していることをいう。従って、英国では、大陸諸国のように、緊急事態に対処するための特別権限を政府に予め認めておく必要はなく、過去、緊急事態において、政府は、議会の制定法によって遅滞なく特別権限が与えられてきた。立法権は議会における女王が、議会の助言と承認によって行使する。 「法の支配」は、政府の権能は、法の授権に基づいてのみ行使することができ、緊急事態においても、政府の権能は、特別の法的授権（不文又は成文の）に基づいて行使される。 従って、政府に対する緊急権能の授権及びその行使に関して、憲法上明確な制約はなく、戦時、緊急時、あるいは平時であろうと、議会は、政府に対して無限定の権能を授権することができる。 行政権は女王陛下の政府が行使する。政府は大臣、主として首相と内閣によって構成され、名目上は枢密院の一委員会である。政府は、女王陛下の英国軍、女王陛下の公務員、女王陛下の外交官や情報局秘密情報部といったその他の官吏の指揮権を持っている。 


